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1　 教育社会学の パ ラダ イム 展開

青少年問題 と教育病理

徳 岡 秀 雄

1．教育社会学界に おけ る青少年 「問題」 の 変遷

　戦後非行史の 段階区分に つ い て は 諸説が あ るが，社会変動を示 す社会指標 と非行動

向をあ らわす非行指標 と の 綿密 な検討に 基づ く松本 （1984）の 三段階説 な どが代表的

で あろ う。 しか し ， それ らは い ずれ も青少年の 行動 「実態」 に 即 して 区 分 しよ うとす

る試み で あ っ た 。 こ こ で は構築主義 の 手法を援用 して ，教育社会学の 領域で は何 を青

少年 「問題 」 だ と 「主観 的」 に 認識 して きたの か とい う観点か ら時代 区 分を試み る

と ， その 変遷は お よ そ三期 に区分で きるよ うに思 われ る 。

　第一
段階は学会発足以来1957年 まで の ， カ テ ゴ リー未定着の 段階で あ る 。 1953年か

ら 日本教育社会学会編で r講座教育社会学』 （東洋館出版社 ）が 刊行 され は じめ るが ，

そ の 第 3 巻 （1953 ）で r青少年問題 と教育』 と い うタ イ トル が 出現す る 。 しか し こ の

巻で は ， 児童 ・青年の 社会史， 犯罪 ・ 非行 と少年保護， 青少年団体 ， 児童福祉 ， 学生

運動，商業文化 と子 ども，問題家庭，年少労働，不就学 。 長欠児童 ， 特殊教育 ， 街頭

の 青年 ， 児童言語の 社会化 ， 文化不安 ， と青少年に か かわ る問題行動 や福祉問題が幅

広 く扱われ て い る。 それ以前の 文献 ， 例 え ば 1949年刊行の r教育社会学 』 （通信教育

テ キ ス ト ， 文民 協会）で は 青少年犯罪の 問題 や 児童福祉の 問題な どが， 1950年 の r教

育社会学論究』で は校外生活指導や盛 り場 の 教育的影響 な どが ，1953年の r教育社会

学通論』 で は青少年犯罪が扱 われ て い る。 ま た ， 1953年の r青年社会学』 （朝倉書店）

で は ，
「問題 と し て の 青年」，

「青年問題」， と い っ た表現が 見 られ る 。 しか し，「青少

年問題」 と い う用語 は まだ定着 して は い な い 。

関 西 大 学
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　教育社会学会第 3 回大会 （1952）シ ン ポ ジ ウム の テ
ー

マ は 「青 少年労働 と教育」，

第 8 回大会 （1956）シ ン ポ ジウ ム の 一つ は 「児童労働」 で あ っ た 。 こ の 時期 ， r教育

社会学研究』 誌 に 登載され た論文 テ
ー

マ は，長欠 （1 集）， 暴力行為 に 関す る道徳判

断 （1集）， 性的非行 （2 集）， 貧困家庭 の学童 （4 集）， 非行 （9 集）， 長欠 （11集）

な どで あ っ た 。 こ の 時期 に は ， 少年犯罪を中心 と しつ つ も， 児童福祉問題 を も含め た

広汎 な諸問題が ， 青少年 に か か わ る問題 とし て イメ T ジされ で い た と い え る 。

　第二 段階は 1958年か ら1968年まで で あ り， 青少年問題とい うカ テゴ リーが定着 し，

そ れ が 非行問題 に収斂 して い っ た時期で ある 。 r教育社会学研究』 誌 に は じめ て 文献

目録が掲載され た 13集 （1958）で は ， 分類項 目 と して 「青少年問題 と教育」 と い う見

tilしが使われ て い る 。 しか し，年少労働や長欠 ・ 不就学 などは 厂産業 と勤労青少年教

育」 の カ テゴ リー
に収録され て お り， 「青少年問題 と教育」 の 下位分類 が ， 概説お よ

び方法論 ， 青少年集団 ， 青少年非行 とそ の 治療， で あ る こ とか ら も ， 具体的な青少年

問題 と し て は非行が イ メ ー ジされ て い た と推定 され る 。 こ の 「青少年間題 と教育」 と

い う分類方式 は ， 下位分類が 若干異 な る もの の ， 18集 まで 踏襲 され る 。 しか し 19集

（1964）で は 「青少年 と教育」 （青少年教育 ， 勤労青少年教育 ， 青少年非行） と な り，

「青少年問題」 の 見出しは見当たらない 。 20集 （1965）・か ら23集 （1968 ）まで の 文献

目録は 「青少年問題」 に統
一 され る 。 こ の カ テ ゴ リー

に収録 され て い る論文の タイ ト

ル は ， 逸脱 ・問題児 ・問題行動 ・不良化 と い っ た表現の 差は ある もの の ， 非行問題 に

限 られ て い る 。 なお ， 1964年第16回大 会の シ ン ポ ジ ウ ム は ，
「非 行化過程一 と くに 余

暇生活 を中心 と し て
一

」で あ り， 19集 （1964）の 特集 テ ーマ は 「青少年非行」 で あっ

た 。

　第三 期は r教育社会学研究』 文献目録の カ テ ゴ リ
ーが 「青少年問題 と病理」 に変更

され た 24集 （1969）か ら今 日に至 る時期で あ る 。
こ の 第三期以来 ， 青少年問題 を学校

病理 との 関連で 見 よ う とす る視点が 定着 して い っ た もの と思 われ る 。 た とえば ，
1969

年第21回大会 ・課題研究 の テ ーマ の
一

つ は 厂現代社会 にお け る教育 と非行」 で あ り，

1970年第22回大会 ・課題研究 の
一一

つ も 「非行 と教育」 で あ っ た 。 以降， 1977年第29回

大 会 ・ 課題研究 「教育病理 」， 1976年第28回大会 ・ 課題研 究皿 「教育に お け る社会病

理 」， 1980年 第32回大 会 ・ 課題 研究 皿 「青 少年 の発 達 と病理 」， 1982年 大会 ・課題研究

1 は 「荒れ る中学 校」 へ の 関心 か ら 「学 校文化 と生徒文化の 葛藤 」， 1985年大 会 ・ 課

題研究 Er い じめ問題の 現状 とその 教育社会学的視点 か らの 検討」， 1986年大会 ・課

題研 究 Ir 問題行動 へ の 教育社会学的接近一
い じめ 問題 を中心 に」， と続 く。 また ，

39集 （1984 ）は 「逸脱 と教育」 を特集 して い る 。

147

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

2 ．青少年問題の学校問題化

（1） 非行問題を教育社会学に取 り込む論理

　第二 次大戦前の 非行問題 は学校教育の 外部問題で あ り， 教育 と非行 とは縁 うす い 関

係で あ っ た （松本 ， 1974）。 しか し， 教育社会学 の 制度化を， 勝 ち取 る前 に 与え られ

た学界は ， 急遽 ， そ の 領域の 確i定作業に 入 る こ と に なる。 1949年，
日本社会学会は教

育学者 の 参画 も得て ，全 6 章か ら なる 『新制大学教職講座 ・ 教育社会学教授要綱』 を

作成 した 。 その 第 3 章 「教育の 社会的類型 と機能」・第 1 節 「教育過程に お け る個人

と社会」 で は ，
「personality に社会が 刻印 され て い く過程で あ り， 個人の 社会的適応

不適応の 問題 ともつ なが っ て くる」， 第 6 章 「教育計画の 社会的基礎」
・第 4 節 「社会

の 教育化」 で は ， 「社会 の 病理 的側面が研究 され ， それ が 教育活動 に どの よ うなマ イ

ナ ス の 影響を与 えて い るか が研究 され なけれ ば な らない 。 次に はそれ が どの よ うに 改

善され な けれ ばな らな い か， その方法 は い か な る もの か が 問題 とな る」， と指 摘され

て い る （1集 177頁）。
こ の 『要綱』 を意識 しなが ら， テ キ ス トが 次 々 と刊行 され る よ

うに なる 。

　 1951年， 大会に 準じ る学会主催の 『教育関係調査研究発表会』で は ， 最高裁 ・ 家裁

・ 少年院 ・ 矯正科学研究会 に よる青少年非行の 問題が大 き く取 り上 げ られ て い る （2

集， 227頁）が，その 背景 に は ，
「青少年犯罪に 関 して も ， その 半ば以上 を生徒 に よ っ

て 占め る こ とに よ っ て ， 学校教育は重大 なる関連を もつ よ うに な っ た」 （寺本 2集 ，

236頁）， と の 認識が あ っ たか ら だ と思われ る。

　「校外の 生 活は 児童の 性格形 成 に と っ て 決 して 空洞の 時間で は な い
。 学 校 に お け る

指 導計画 と学校の 外 に お け る指導の 内容 とをあ わせ て考 え るの で な けれ ば ， 時間的に

も全生活の 設計は不可能で あ る し ， 構造的に も全人格の 指導はで きない
。 教育の 社会

的効果 ， 校外指導組織の 社会的機能の 効果を評価す る最 も明確 な指標 は 青少年の 犯罪

と不良行為で あ る」 （大浦　1950）。 しか るに ，
「警視庁統計に よ れ ば ， 少年犯罪 に 占

め る学生 ・生徒の 割合は 昭和 21年度は 7 ％ ，
22年度は 9 ％ ，

23年度 は 27％ ，
24年度は

40％ と著 し い 上昇 を示 して い る」 （竹之下　 1953）。 こ の よ うな論調 に ， 非行問題 を学

校教育の 欠陥 と関連づ け ， 教育社会学 の 対象 に取 り込 も うとす る意欲が 窺 われ る。 ま

た ， 1963年に は ， 牧野巽を代表 とす る青少年指導研究会が発 足 して い る （19集）。

（2） 学校の 全生活施設 （total　 institution）化 と学校内問題行動の 発生

　 「犯罪の 多 い 地域，工 場 街，盛 り場地区等 に お い て は， と くに 学校を中心 と した校

外指導方式 が 速や か に 確立 され るこ とが 必要で あ る と考え る 。 そ して こ の よ うな方式
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が もし確立 され る な らば ， それ はすで に r校外指導』 とも呼ぼれ る べ きで はな い で あ

ろ う。 そ こ に現出す る もの は ， 真に社会学校 （Community　 schoo1 ） の 指導で あ り，

文字通 り r全 日学校』 （all　day　school ）の 出現 とな るで あろ う。 平 日昼間の 校内指導

を夕方 まで
一

，
二 時間延長す るこ と に よ っ て ， す なわち生徒の校外生活を学校の 進出

に よ っ て ， ほ とん ど減少 ， 消滅せ しめ ， 校内生活 を直ちに 夕方以後の 集約され た家庭

生活に 直結せ しめ る こ とに よ っ て ，生徒の 全人 格 を健全に 育成せ しめ よ うとす る構想

なの で ある」 （大浦　1950）。 この 論理で 青少年の学校へ の 取 り込 みが意図 され る 。

　この 意図は青少年 をめ ぐる状況 の 変化 に よっ て 現実化 され る こ とに な る 。 高等学校

の 実質義務教育化 に よ っ て ， ほ とん どの 青少年が学校 の 管理 ・統制の 下 に 置か れ る こ

と に なっ た 。 そ の
一

方で 地域や家族は大 き く変質 し ， その 社会化機能 を衰弱 させ て き

た 。 さら に は ， 地域や家族が 失 っ た機能 を唯
一

の 可視的社会化機関 と し て の 学校 に求

め る とい う形 で ， 学校 へ の 期待は ますます高まる 。 それ が昂 じて 学校責任の 追求が 激

しくなる と， 学校は青少年をさ らに 囲い 込 み ， 管理 せ ざるを得な くな る 。 こ うして ，

子 ど もの 生活 に と っ て学校の 占め る比 重 は質量と もに増大す る 。
「今や学校は ， 知育

体育， 情操教育 ， しつ け， 保健 ， 衛生 ， 安全 ， 遊びの 指導か ら食事 の 世話 （給食）ま

で 一
手 に 引 き受け る ，

一大共 同生活 セ ン ターに 変貌 した」 と も言われ る 。 学校 は教育

の 場で あ る と同時に生活の 場 に もな っ た 。
ゴ フ マ ン の い う全生活施設化で ある。

　他方で は， 非行の 低年齢化傾向 とともに ， 佼内暴九 い じめ （森 田 ・清永　1986な

ど）， 不登校 （森 田　49集 お よび 1991な ど） と， 学校内部で の 新た な問題行動の 発生

で ある 。 こ うして 名実 と もに ， 青少年問題は学校 内部 の 問題 に転化 して い く 。

（3） 問題 と して の 学校 ・「原因」 と して の 生徒文化

　非行問題が 学校教育の 外部 に あ っ た段階で は ， ま たその 程度に 応 じ， 非行化 へ の 環

境要因は 学校の 外部に 探索 され ， 教育社会の 構造 ・過程 と非行問題 との 関連が真正面

か ら主題 とされ る こ とは少なか っ た。 しか し， 非行問題が学校教育優位の 社会 シ ス テ

ム に 内部化す る に つ れ ， 学校生活 ， 学校経験 自体の 非行化過程 へ の 直接 ， 間接 の 寄与

を問題 にせ ざる を得 な くな る （松本　 1974）。

　1950年代に は ， 社会 ・ 地域 ・ 家族な どが問題視され ， 貧困 ， 地域解体 ， 欠損家族や

機能的欠損家族 な どが 非行原因 と し て 注 目され た 。 しか し 1964年の 文 献で は ，
「職業

や学 歴 や収入 を要素 と して 構成 され る よ うな階層 ， あ る い は 欠損家族や 共稼 ぎ家族 と

問題行動 と の 関係 はみ られ な い 」 （青少年指導研究会　19集 ） と ， 従来 の 原因論に 懐

疑的な実証的知 見 が指 摘 され るよ うに なる 。

　そ して ， 厂教育上 の 失敗が 少年の 非行化 に関与す る仕方 は，少年 の 育 っ た家庭 の 社
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会経済的地位の非行 に対す る関与 よ り直接的で あ る」 （松本　22集）， 「学校生活 に問

題の あ る非行少年ほ どそ の 後再非行者化 しや す く， ま た頻回再非行者化 しや す い 」

（清永　39集）， 「今 日で は ， 児童生徒の 非行 が 少年非行の 大部分 を占め て お り，また

その少 なか らぬ 部分が学校で の 問題， すなわ ち学校の なか にあ る非行化要因 に影響 さ

れて 生 じて い る」 （星野 　1985），
「学校 に は ， 非行 ・ 問題行動 とい う教育病理 を引き

起 こ す何 らか の 教育的条件が 存在 し て い る と い うこ と に な る」 （蓁　39集）， と学校へ

の 原因帰属 が 明確化 して くる。

　学校要因と して 注 目され は じめ たの は生徒文化で あ る。 生徒の 反抗的態度や 問題行

動 との 関連で ， 生徒文化や学級集団を扱 っ た もの と して は ， 松本 （24集）， 耳塚 （35

お よび 37集），志 水 （42集），竹川 （45集）などが ある 。

〔4＞ 準刑事 ・司法機関 と して の 学校

　学校 ・生徒文化論 の 延長 として ， すで に ， 個 々 の 教師の 指導や対応 の あ り方 （秦

39集），「日常的な教師対生徒 ， 生徒対生徒 の 相互交換の 過程， さ らに 教師欒団対生徒

との 組織的な相互作用 の 中で ，逸脱 カ テ ゴ リーを生徒 に 対 し て 付与 し ， r逸脱生徒』

が したて あげ られ て い くダイ ナ ミズ ム を ，
マ ク ロ な構造的諸要因 と関連づ けて 解明」

（穂坂　39集）す る こ と，
「生徒文化の 分化過程をラ ベ リ ン グ ・プ ロ セ ス とみ なす こ

と」 （耳塚　35集），「学佼組織や教師 ：＝ 生徒関係 に 関す る分析」 （松本他　39集 ）， な

どの 必要性が 指摘 され て い る。

　 しか し ， よ り重要なの は ， 学校 を少年保護 シ ス テ ム の
一環 と し て 見 る視点で あ ろ

う。 なぜ な ら ， 敗戦直後の 生存型 ・ 生活型非行の 子 ど もた ちを保護 し よ う とした 「少

年法 自体 が，児童生徒の 非行が ご く少な い 時代 に制定 され た もの で あ る ため に ， こ れ

は ， 学校 と非行お よび法執行機関 との 関係を考慮 した もの とは な っ て い な い 」 （星野

1985）。 そ れ に もか か わらず， 非行が変質 し， 学校が 非行少年 に 対す る最初 の イ ン テ

ー ク機関 と して 機能せ ざる を えな い 状況で ， 当初 は生徒を官憲 に 「売 り渡す」 こ と を

恐れて 「抱 え込み 」 す ぎ， 手遅れ にす る こ とが非難 され ，後 に は その 逆 に ，
「腐 っ た

ミカ ン 」 を早 々 と排除す る こ とが 非難 され る よ うに な る 。

　 学校を こ の 視点 か ら見た揚合 に は ， まず第
一

に，学校生活 に お け るテ ス ト成績 と い

う， 行為者の 動 機で は ない 行為結果責任に 基づ く評価や ， 内面規制 か ら管理 ・校則 に

よ る外 面規 制 へ
， と い っ た動向が ， 教育の 論理か ら刑罰 の 論理 へ と い う意識変革の ，

い わ ば隠れ た カ リキ ュ ラ ム として 機能 す る とい う点が指摘で き る。

　 第二 に ， 1963年 文部省通達 「青少 年非行防止 に 関す る学校 と警察 との 連絡の 強化に

つ い て 」 に 従 い 結成 され た学校警察連絡協議会の 制度化 ， 家庭裁判所か ら求 め られ る
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青少年問題 と教育病理

「学校照 会書」 に 答え る形で 学校側 か ら積極的 に 提出 され る 「学校報告書」 の 肥大

化 ， な どは ， 学校が刑事 ・司法機関 と積極的に 連携 して い く側面で あ る。

　第三 は ， 警察 ・裁判所 と して の 学校 と い う性格で ある。 校則 を恣意的 に規定 ・強化

す る と と もに ，
「集会の ス キ　 こ っ そ り持 ち物検査　違反者 ， 全員の 前で 正座」，

「非

行生徒 を r公 開』 指導　実 名文書や 全校集会で 謝罪　父母 rさ ら し者扱 い 』 学 校

r皆で 解決図る』」， あ る い は ， 卒業 ア ル バ 厶 に 写真 をの せ ない
， 卒業式 へ の 出席 を許

さ な い
， 教師 に よ る体罰の 制度化 ， 1983年 12月の 文部省通知 「公立 の 小学校及 び中学

校 に お ける 出席停止等 の 措置 に つ い て 」 に 基づ く現場校長 の 裁量 に よ る 出席停 止処

分 ， 等 々 の 問題で あ る 。

　校則 な どの 問題が 最高裁で す ら争われ る よ うな現実 に もか か わ らず ， 教育社会学者

た ちの 関心 は ， 教育法学 な どの そ れ に比 べ て ま だ薄 い 。 例 え ば ，
こ の 種 の 文献 と し

て ， 講座 r少年保護』 の 第 4 巻 （平野　 1985）が あるが ， そ の 多 くは実務家や 法律家

サ イ ドの 論考で 占め られ て い る。 処 分決定の 過程 ・メ カ ニ ズ ム とそ の 規定要因， 教師

・ 学校 ・ 教育委員会の 行動などを，
behavior　 of 　law の 観点か ら分析する こ と は ， 名

実 ともに 厂逸脱 と教育」 の 主要な研究領域 となろ う。 その 際 ，
パ レ ン ス ・ バ トリエ 的

な保護か ら人権尊重の デ ュ
ープ ロ セ ス へ と い う， 少年司法 に お ける理念 の 変化 を学校

教育 の 場で ど う受け とめ る か も課題に なろ う。

3 ．膂少年政策の 教育社会学

　松本他 （39集）は ， 青少年政策 に つ い て の 政策科学的検討 をすす め ， 逸脱統制政策

をそ の 中に 統合し て ゆ く必要が あ ろ う と指摘 して い るが ，
こ の 趣旨を さ らに 展開し て

み よ う。

（1） 原因 と して の 対策

　機能分析の （特に潜在 的）逆機能 とか ， サ ン ク シ ョ ン が パ フ ォ
ーマ ン ス の 原因に な

る と い っ た ラ ベ リ ン グ論的発想 か らは ， 当然 ， 公的 に介入す る こ とが 新 た な青少年問

題 の 原因 に な るの で は ない か と の 視点 も必要 に なる 。 例 え ば ， 鉛筆 も削れ ない 体験不

足 の 子 ど もが話題 に され た背景 と して ， 中央 青少年問題協議会 （総理 府）の 主 導で

大 々 的 に 展開 され た 「刃物 を もたな い 運 動」 の 影響が， 当然に 推測 され る 。 r第16回

青少年保護育成運動実施要綱 （実施期間 1960．4．ユ．− 1961．・3．31．）』 で は，「最近，青

少 年 に 刃物 を も つ こ とが流行 し ， こ れ に 起因す る殺人 ， 傷害等の 凶悪 な非 行が 増加 し

て お り， ま こ とに憂慮すべ き実情 に あ る 。

・…・・
」 と して ， 具体 的 に ，

「学校 に鉛筆削

り器 ，
工 作用 具等 をで きる だけ常備す る と ともに その 管理 を厳 し くし ， 児童 ・生徒 に

151

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

不必要 な刃物等を携帯 させ な い こ と」 などが 指示 され て い る。

　校内暴力が問題化 した 1975年前後か ら 「肉体派 ・ 体力派」教師 を採用 し て ， それ を

抑え込ん だ こ と が ， 体罰制度化 の 原因 に な っ た ， との 指摘 もあ る 。 また ， 1985年，

「い じめ 問題の背景に は教師の 体罰問題が あ るの で は ない か 」， と法務省が 注意 を喚

起 した こ とは記憶に 新 し い 。

　こ う見て くる と，
「現実 が新種 の 青少年問題 を次 々 と発 現 させ るの で ，研究 も こ の

要請 へ の 対応に 暇 な く， 実態 の 解明 に ， 対策の 考案 に 追 い 立 て られ て い る」， とか

「非行や問題行動そ の もの が ， あたか も流行現象の よ うに ， そ の 姿を変え ， 研究者が

それ を追 っ か け るの に 精
一

杯で とて も理論化まで お よん で い な い と い う現実 もあ る」

と い っ た認識で は な く， 政策 と問題行動 との 相互因果性を射程に入 れ た理論化が志向

され るべ きで あ ろ う。 ラ ベ リ ン グ論の 洗礼を受けて しま っ た現在， もはや 「一難去 っ

て ま た一
難」 とい っ た無 自覚な実証主義で はあ りえな い

。

　悪の 原因が悪で あ る場合に は ， 悪 を根絶す る対策に全 力をあげる こ と に 何 の 躊躇 も

必要 とは しな い
。 し か し ， 過剰統制の 逆機能 を強調すれ ば ， 不 介入 ・ 放任 ， そ して 時

に は将来の 善の ため に 現在 の 悪を容認す る こ と も， ま た必 要に な る 。 法律 は どの 時点

で あれ悪を許容 し ない が ， 行動科学 は失敗か ら学ぶ ， Evil　 causes 　 virtue
， の プ ロ セ

ス を容認す る 。 そ の 時点， 時点で 悪を否定すれ ば ， 結局 ，

一
度 も悪 は経験 しない ， で

きな い こ とに な るか らで あ る 。 純粋培養の 脆 さを思 えば， 毒 をもっ て毒を制す る予防

注射 も必 要 となろ う。 角を矯め て 牛 を殺 さな い ため の 逸脱統制 の 適正量が問題 と なろ

うし ， どの 程度の 悪を い つ 経験す るか ， も問われ ねば な るま い 。

  　社会統制の ジ レ ン マ

　自由と平等 ， 安全 と自由， 保護 と自立 など， 社会的諸価値は相互に トV 一 ド ・ オ フ

の 関係 に ある場合が 多い 。 青少年政策を考え る場合 も同様で ある 。

　先ず ，   健全 なパ ー ソ ナ リテ ィ の 発達を積極的 に促進す る政策 ，   問題行動 の 予防

対策 ，   すで に 非行 を犯 した少年の 保護 ・ 矯正 活動 ， の 三 レ ベ ル は意識的に 区別 して

お くべ きで ある 。   と  の どち らを重視す る か に よ っ て ， 実際の 対応は矛盾 しが ちだ

か らで あ る 。 犬 も歩 けば棒に あた る か ら ， 怪我を しな い ため に は ク ラ ブ活動 は禁止 し

たほ うが よ い し ， 万引 きが 心 配な らお 手伝 い と して ス ーパ ー
へ 買 い 物に 行か せ る よ う

な こ とは しな い ほ うが よ い 。 「悪友 と付 き合わ な い 」 と は言 っ て も， 良 い 子 か 悪 い 子

か は付 き合 っ て み な けれ ば分 か らな い か ら， その 見極 め が つ か な い 以上 は ， で き るだ

け人 とは付 き合わな い ほ うが よ い
，

と の 結論に なろ う。 転ばぬ 先の 杖 ， と保護を優先

して い る と ，
い つ まで た っ て も自立 は困 難に な る。 したが っ て   と  ， す なわ ち ， 能
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　　　 青少年問題 と教育病理

交通関係業過

　 OH
吾司…日29　　　　　　35　　　　　　40　　　　　　45　　　　　　50　　　　　55　　　　　60

　　 図 1　 少 年刑 法犯 の 年齢層別 検挙 人 員人 口 比 の 推移

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和29年〜63年）

　　　　　 注　 『犯 罪 白書 』 （平成元年版 ）に よる 。

動性 ・積極性 ・自発性 ・自立性など ， 健康で 豊か な人間形成 を目指す 積極的施策 と消

極 的な問題予防対策 （保護）との 二 律背反的側面に注 目す べ きで あ ろ う。 問題防止 の

た め の 過剰規制 ・ 管理強化は 人間関係 そ の もの に 対す る消極主義や懐疑主義 を生み 出

す 危険性があ るか らで あ る 。

　次 に ， 逸脱 の コ ス トと逸脱対策 の コ ス トと い っ た ，
コ ス F ・ ベ ネ フ ィ ッ トの 考 え方

は ， 刑事政策的 に は興味あるテ
ーマ で あ る （星 野　1981 ）。 し か し社会 化的関心 ， す

なわ ち ， 逸脱を防止 し ， 健全 なパ ー ソ ナ リテ ィ の 発達 を 目指す と い う観 点 に絞 っ て

も ， 介入 の是非 は問題に な る。 したが っ て ， 上記 の 三 レ ベ ル そ れ ぞれ に つ い て ， 介入

と不介入 との 効果が検討 され ね ば な らな い
。

　  の レ ベ ル で は ， 再非行を防止 し， 社会復帰 させ るため に介入すべ きか 放任す べ き

か が 問われ る 。 そ の 場合 に は ， 軽微 な問題行動を起 こ した少年 と重度の 非行少年 とを

区 別 した介入 の あ りか た も考慮され るべ きで あろ う。 非行の 低 年齢化傾向が指摘 され

て 久 し い
。 そ して ， その 問題性 は，「現代の非行 ・ 問題行動が ます ます低年齢化 して

い る うえ，そ う した早い 段階で あ る行為に 陥 っ た生徒の 多 くは，そ の ま ま高校生段階

に い た るまで
一貫 して 同 じ行為 を繰 り返 して い る」 （秦　39集 ）か らで あ り，

「非行少

年 が再非行化 す る危険性が 極 め て 高 い 」 （清永　39集）か らで あ る と され る 。 しか し，

成人 の 場合 も年長少年の 場合 も， 犯罪発生率 は年 々 低下 して い る （図 1 ）。 と い う こ

とは ， 非行の 前倒 し （つ ま り
一

種の 発 達加速）現象で は あ っ て も， 低 年齢非行少 年の

全て が 犯罪者予備軍 に な っ て い る わ けで は な い
。 ，
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　ラベ リ ン グ論と リノ ・ ビ リテー シ ョ ン 思想 との 対立 の 中で ， 筆者 （1981）もか つ て ，

「放置」 の 効果 と 「加療」 の 効果 を厳密に 比 較す る研究が ， 今後の 最重要課題で ある

と指摘 した こ とが あ るが ， 速水 （48集） も 厂ラ ベ リ ン グされ た者の 回帰は 隠れ た逸脱

の場 合よ りも一般に 困難で あ る 。 しか し逆 に 発覚 し， 司法的 ル ー トに 乗 るこ と に よ り

非行をや め る事例は 山ほ どあ る 。 非行少年で ある と い うラ ベ ル 張 りだけが ， 非行を再

生産して い くな らば，家裁に送 られ た少年 は基本的 に 再犯 をす る こ とに な っ て しま

う」 と主張する 。 低年齢で 非行 を行 っ た少年の そ の 後 の ラ イ フ コ
ー

ス を追跡 し ， 同調

へ の 復帰過程を明 らか に す る必要が あろ う。 それ らの 実証研究 をふ ま え て ， 万引 きな

どを刑事 ・ 司法機関で の 処遇か ら外すダ イバ ー ジ ョ ン や ， 非犯罪化の 是非 に つ い て の

議論が起 きて もよい で あろ う。

　第三 に ， 即効的 な対症療法 と長期的な原因治療あ るい は根源的療法 との ジ レ ン マ も

ある。 実際 ，
い じめ をめ ぐるモ ラル ・パ ニ

ッ ク状態の 当時 ， 人間科学 ・行動科学者た

ち は ， 長期的視野 に た っ て ， 攻撃性 の 許容 と フ ラ ス ト レ ー シ ョ ン の 解消 ， 豊富 な体

験， 管理 され な い 子 ど もの 世 界の 保障， 個性 ・ 差異の 許容 などを提唱 した。 しか し実

際 に 採られ た対策は ，
こ れ らの 提案 とは逆 に

， と りあ えず い じめ 現象を抑圧 しよ う と

す る対症療法で あ っ た 。 その 結果 い じめ は減少 した もの の ， も ぐら叩 き的に 他 の 症状

に 転移 した と も考え られ る。

（3） モ ラル ・ パ ニ ッ ク と青少年 （問題）の変質

　戦後青少年問題の 変遷は ， 低年齢化 ， 軽微事案化 ， 教育 ・ しつ け問題化 ， 学校問題

化 ， 非社会的 ・前 エ デ ィ プ ス 的反抗化 ， 内向化 ・内弁慶化 ，
バ イ タ リテ ィ の な い 非行

へ ，見 えな い 非行 へ
， そ して 「無行」 へ

， な ど と表現 され る一
貫 した動向で あ る 。 こ

の ， 今 日に至 る
一

連の 「転移」 は ，
マ ス コ ミ と公式統計に よ っ て 間歇的 に 産出 され た

モ ラ ル ・パ ニ ッ ク状況 を背景に ， 上記三種の ジ レ ン マ の なか で 絶 えず健全発達 よ りも

問題予防 を ， 介入 しか も対症療法的介入 の 道 を選択 し続 けた こ と の 帰結で あ っ た と も

解 され る 。 また ， 街頭や盛 り場 ・ 路上 ・ 駅 ・ 公園 ・ 近隣社会か ら空 き家 ・ 友入の ア パ

ー ト， そ して 学校 ・ 家庭iな どの 安全 な保護領域 内 へ
， と い っ た犯行場所 の 変遷 も， 少

年補導セ ン ターの 充実，街頭補導，環境浄化活動の 推進，パ ト ロ ール の 強化 な どに 対

応す る もの で あ ろ う。 清永 （1988）の ，
「暴走族 の 時 代 に は少 年 た ち は公 道 に 出て 問

題行動を起 こ し た 。 しか し ， それ が ， 社会の 強 い 統制 に あ っ て 内向化 し ， 教室の なか

に は い っ て 校内暴力 と化 し， さ らに そ こ で も強 い 統制に あ っ て 事件 と して の い じめ に

な り， そ して ，
い じめ もい ま強 い 統制 に あ い

， 少年 た ちの 世界 か ら消 え よ うと して い

る」 と の 指摘は 正鵠 を射て い る と思われ る 。
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　変質したの は問題少年 だけで は な い 。 三 無主義，五 無主義， 指示待 ち人間 ， とい っ

た青少年
一

般 を揶揄す る形容語句 に は事欠か ない
。 しか し こ の 現代青少年の 変質が 非

行少年の 変質 と連動 し， 軌を
一

に して い る こ とは容易 に 推定され る。

　教育は本来 ， 長期的視野に 立 っ た人間形成の 営み で あ り， 即効性 を求め る もの で は

な い
。 しか し ， 最長 3 年 とい う教育期間に 可視的 な効果を あげね ば な らな い 強い 外圧

の も とで は ， す ぐに立証 され うる よ うな服装や態度な どの 外面を， 体罰を行使 して で

もきちん と整え ざるを えな い
。 ま して や 「荒れ る学校」 との 風評を極度に 恐れ る と ，

一部の 問題少年 だ けで はな く ， すべ て の 青少年を対象に した消極的な問題予防活動 に

重点が置か れ やす い 。 しか し， あつ もの に懲 りて なます を吹 き， 転ばぬ 先に 杖を持 た

せ て 足腰 を弱め る よ うな ， 社会化の 大局 を見失わせ る対策は ， 親や教師が 子 ど もよ り

も長生 きす るこ とを前提 と した そ れ に堕 しか ねな い 。

　 したが っ て ，政策的介 入をす るの か しな い の か ， す る とすれ ば健全 育成 の ため の 介

入 なの か 問題 予防の た め の それ なの か ， 介入は対症療法的で い い の か 根本治療 を 目指

す の か
， が明確化され ね ば なら ない 。 また ， 必要な統制 ・介入 を どの 機関が どの 程度

に分担す る の か も問題 とな る 。 「法は他の 社会統制 と は 逆比 例す る」 と言 われ るが ，

フ ォ
ーマ ル 統制 とイ ン フ ォ

ーV ル 統制 ， 後者の 内部で の 家族 ・ 地域 ・ 学校 そ れ ぞれ の

役割配分や ， そ の 他の 新 し い 社会化機能集団の 可能性， 学校教育 と社会教育 と の ア ン

バ ラ ン ス
， 地域活動や種 々 の ボ ラ ン テ ィ ア 活動の 役割，な ど も検討課題 と なろ う。

　要す るに ，健全発達 と問題予防 と問題少年の 処遇 ， 放置 と治療， 対症療法 と根本治

療 ， それ ぞれ を意図 した施策 と， それ が狙 う対象者 との 間 に 齟齬を きた さない よ うに

す る こ とが 重要で あ り， そ の ため に は ， 対策の 効果 を評価 ・ 測定す る研究が課題 とな

る 。

4 ．仮説 と検証 をめ ぐ っ て

（1＞ 子 ども観 と非行 ・ 犯罪理論の 変化

　人 間 （犯罪者）観や子 ど も観 と い っ た背後仮説 （background　 assumptions ） は科

学的 に 証明で き る もの で は な く， 理論化す る際の 前提 に 過 ぎな い 。 歴史的 に は， そ れ

らは 100年単位で 変化 して い るよ うに思わ れ る 。 ア リエ ス の r子 ど もの 誕生』 を経 て ，

ポ ス トV ン や ウ ィ ン らの r子 ど も期の 消滅』 へ
， と い っ た子 ど も観 の 変遷 も注 目す べ

きテ
ーマ で あ る 。 山 村 （1983）は ， 子 ど もの 問題行動 を見 つ め る大人 の 視線 を問題 に

し， あ りの ままの か わ い くな い 子 ど もた ち を ， 大人 の よ うに 独 立 した人格 と して ， 中

世 とは別 の 意味で r小型の 大人」 として 認め よ うと， 子 ど も観の 転換 を主張す る 。
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　犯罪者観に つ い て も， まず ベ
ッ カ リ

ー
ア （1764年）や ベ ン サム （1780年 ）が，人 は

犯罪の コ ス ト ・ベ ネフ 4 ッ トを考慮 して犯 罪を行 うの だ とす る合理的 ・功利的犯罪者

観を提示 し ， こ の 前提は約100年に わ た っ て 維持 され た 。 しか し ロ ン ブ ロ ー ゾの r犯

罪人論』 （1876年 ）以 来，犯罪者 は 当人 の 意志 を超 えた何 らか の 要因に よ っ て そ うせ

ざ るをえな い の だ とす る決定論的人間観が 優勢 に な り， こ の 人 間観を前提に ， さ まざ

ま な犯罪 ・非行理論が提示 され ， 実証的研究 が実施 され て きた 。 とこ ろが ，
ロ ン プ ロ

ー ゾか らさ らに 100年近 くを経て 再び ， 決定論的犯罪者観に疑問が 出始め る。

　非行少年 の 分野で は マ ッ ツ ァ が 先鞭 を つ けたが ， 1970年代 に 入 る と，成人刑事政策

の 分野 で ， just　 deserts，　 deterrence が ， そ し て 最 近 で は rational 　 choice 　 the・ry

（Cornish　 and 　 Clarke　 1986） カ£台頭 して くる 。 こ れ らの 理 論 は ， 再度 ， 犯罪者は コ

ス ト ・ベ ネ フ ィ ッ トを比較考量 して 犯罪 を敢行す るか否 か の 意志決定 を して い る の

だ， とす る計算高い 人 間像を想定す る こ とに な る 。 こ れ らは ， 成人犯罪者 を念頭 にお

い た議論で はあ っ たが ， 子 ども観 の 変質 と と もに ， 非行の 説明理論に も浸透 しつ つ あ

る （Agnew 　 1990， 徳岡　39集 ）。 し たが っ て ， わが 国 に お
』
け る少年法改正 論争等に

も， 法社会学的観点か ら発言す るこ とが必 要に な ろ う 。

（2｝ 資料の 収集 と分析の 視角

　か つ て は 可能で あ っ た ， 家裁で 受理 され た少年 ， 警察署で 補導 され た少年 ， 警視庁

で 補導申の少 年 （須賀　9集）， 逮捕 され た刑法犯少年 （星野　21集 ）な どを対象 と

した調査研究 は，戦略的位置に い る者で もな い 限 り困難 に な っ て きて い る 。 人権意識

が世論 レ ベ ル で も高ま り， 家裁をは じめ とす る少年保護関係機関が ， 保護 か ら人権

へ
， 人間科学 か ら法律学 へ

， と変質 し て きたか らで もあ る 。 なお ，
1950年代後半に は

流行現象 に まで な っ た非行化予測 とい う研究領域 （橋本　19集）の 伸 び悩み も， 人権

へ の 配慮が大 き く影響 して い る の で あ ろ う。

　 したが っ て ， 軽微な問題行動の レ ベ ル で は ， 種 々 の 調査技法が精練 され て きて はい

るが ， 少年犯罪の マ ク ロ な動向 に関 し て は ， 公式統計が 依然 と して 有力 な資料源で あ

る 。 とな る と ， 公式統計が 非行少年の 側で はな くサ ン ク シ ョ ン の 側の きわ め て 正確 な

数僵で あ る こ と を認識 した上 で の 活用 を工 夫 す べ きで あ ろ う。 その場合 に は ， 総警察

活動の 中で の 少年犯罪 に か か わ る活動の ウ ェ イ F，少年係 警察官の 人数や補導セ ン タ

ー
の 数 裁判所支部存続の ため の 事件の 分割送致 ， 世論 へ の 配慮 とい っ た政 治的要因

など も考慮す べ きで あ ろ うし ， 数値 を云 々 す る際 に ， 成人事件 や 道路 交通 法，特別

法，交通関係の 業過 を次 々 と除外 し，「主要刑法犯」 の み に 安易 に 限定す るの も問題

で あ る 。 さ らに は青少年人 口 を勘案 した 相対数で は な く， 事件の 絶対数 に 注 目す るこ
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とも大切 で あ ろ う 。

　次 に ， 理論 に つ い て 言え ば，
「外来知識の リ

ーダ ーズ ・ ダイ ジェ ス ト」 と言われ た ，

外国を舞台 と した仮説の 紹介の 域か ら脱皮 し ， それ はすで に 着実 な実証的研究 の レ ベ

ル に達 して い る。 しか し依然 と して ， 外国産の 理論が わが 国の 現実 に妥当す る か 否か

が関心 の焦点 に な っ て い る 。 解釈論的ア プ ロ
ーチが 受容 され た こ とは喜ば しい 。 しか

し大事な こ とは ， 解釈論を主張す る外国学者の 文献を訓詁学的に 解釈 ・ 紹介す るこ と

で は なぐ， その 精神を生 かす こ とで ある。 とすれば ， 操作概念に依拠 し た仮説検証型

の 調査研究 だ けで はな く，感受概念 を用 い た仮説提示型の それ が どん どん 実施 され ，

わが 国 の現実に 密着 した理論仮 説の 構築 （た とえば， 山本　49集お よ び1991な ど）が

志向され るべ きで あろ う。

5 ．教育病理の 分析視角

（1） 教育病理学の 台頭

　 ア メ リカ に お け る s・cial 　 pr ・blems へ の 社会学的 ア プ ロ ーチ は ， 大 まか に は ，  

s・cial 　pathol・gy，  s・cial 　dis・rganizati ・n ，   value 　c ・nfiict ，   deviant　behavi・r ，

  labeling， と い う変遷をた ど っ た と ，
　 Rubington　 and 　 Weinberg は 1971年の 時点

で 整理 し て い る 。 そ して ，
こ れ らの ア プ ロ ーチ の 総称 と し て ， 講義科 目名 と して は

social 　 problems が ， 学会 名称 と して は The 　 Society　 for　 the 　 Study 　 of 　 Social

Pr・blems が使用 され て い る。

’
マ

ー
トン とニ ス ベ ッ トの共編著 （1961）は ，   と  と

の 最 も洗練 され た業績で あ り，   と   の 発想 を展開 した の が キ ッ セ と ス ペ ク タ ー

（1977）で あ っ た 。

　わが国 に お け る社会的諸問題へ の 社会学的ア プ ロ ーチ は ， 戦前か ら の 経済学 （社会

政策学）的ア プ ロ ー
チ を中心 とした社会問題論 と対 峙 しつ つ

，
「社会病 理」 と い う名

称 に 収斂 し ， 制度化 され て きた 。 すなわ ち ， 社会学界に お い て は戦後早 くか ら社会病

理 へ の関心 が強 く， 日本社会学会第23回大会 （1950）で は，発表数63本 の うち 「社会

病理学」 的な問題 に関す る もの が 7 本あ り， これ は 文化 ・歴史 ・政治問題 ， 家族 ・村

落問題 ， に 次 ぐ多さで あ っ た （1集 ，
174頁）。 第24回大会 （1951 ）で 共同研究 「犯罪

社会学の 諸問題」 が 発表 され た こ とは ，
「時事的政策問題 とし て も ， 社会学 の 穎 し い

分野 と し て も ， 注 目す べ きこ と」 （2 集 ， 181頁 ）で あ っ た 。 1952年 の 第 25回大会で

は ，
8 部門の

一
つ は社会病理部会で あ っ た （3 集 ，

157頁）。 ま た， 1954年に 日本社会

学会が実施 した会員の 研究分野調査 に よ る と，「犯罪お よび社会病理 」 は，
一
般理 論，

農村 ， 産業労働， 階級階層 ， 宗教に つ い で 6 位 に ラ ン ク され て い た （r社会学 評 論』
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17， 114頁）。 1954年に は ， 磯村英
一
著の r社会病理 学』 （有斐閣 ）お よび戸田 貞三 ・

土 井正徳編 r社会病理学』 （朝倉書店）が 出版され， 1958年刊行 の r講座社会学 第 9

巻 ・ 社会学の 歴 史 と方法』 （東京大学出版会）で は ，
厂現代社会学 の 潮流」 として 「社

会病理 ・ 社会福祉」 の 項が 設け られ て い る 。 こ うして ， 社会的諸問題に 対す る社会学

的 ア ブ n 一
チ の 総称 と して の 社会病理学 （ア メ リカ に お け る  の 立場の 意味で は な

い ）が 大学の 講義科 目として も定着 して い く。

　教育社会学の 領域 に お ける社会病理学 的発想 の 導入 は ， 河野 （1966）， 柴野 （1968）

らに よ っ て 開始 され ， 社会病理学 と教育社会学 との 相 互浸透が は じま る。 27集の特集

は 「学校 ・その 機能 と役割」 で あ っ たが ， そ こ で は 柴野 が 「学校の 逆機能」 を論 じ

た 。 また30集の 特集 「教育に お ける社会病理」 に は，二 関 ・ 新堀 ・高橋 ・渡辺 ・ 大

橋 の 各氏 が寄稿 して い る 。 当時 は構造 ・ 機能主義が主流 の 時 と教育危機 とが ほぼ重

な っ て い たため に ， 構造 ・機能主義的パ ラ ダイ ム に よ る教育 の 分析 （村 上　37集），

す なわ ち ヒ記の   や   の ア ブ n 一チ をめ ぐる議論が 中心 となら ざるを えなか っ た 。

〔2〕 ラベ リング論か ら構築主義ヘ

　ラ ベ リ ン グ論の 紹 介と精緻化は ， 宝．El（1990）らに よ っ て ， 1970年代の ア メ リカの

動向を反映す る形で ， まず純粋 に理論 レ ベ ル で 行 われ た。 しか し， その 後の 非行の変

質が ， こ の ア プ ロ
ー

チ の 有効性 を納得 させ た 。 ラ ベ リ ン グ論の 主張の
一

つ ， セ レ クテ

ィ ブ ・ サ ン ク シ ョ ン に つ い て の 認識 は， 犯罪件数が 「検挙 され た もの の 数で あ っ て ，

実態を示 す もの で は ない 」 （竹之下　1953＞ とい っ た記述 に も見られ る よ うに ， 早 く

か ら存在 した 。 しか し当 時は まだ ， 検挙件数が犯罪者の 全数で は な くと も， ほ ぼ全体

の 縮図 に な っ て い るで あろう との 暗黙の 前提があ っ た 。

　と こ ろが，図 1 ・2 に も明 らか なよ うに ， 1970年代 に入 る と ， こ の 前提 も怪 し くな

っ て くる 。 そ して ， 年少少年の 非行 は，警察 が忙 しけれ ば暗数 と な り， 警察が 暇に な

れ ば顕在 化す る傾向が 非常に強 い ， とい っ た記述が 刑事司法当事者の 手 に な る文 献に

さ え出現 し ， 1970年代後半以降の 文献に は ， ラ ベ リ ン グ論の 影響が随所 に見 られ る よ

うに な る 。 こ の 視点は，校内 暴力，家庭 内暴九 い じめ な ど
， 通報や解釈次第で 顕 在

化の 程度が 左 右 され うるよ うな問題行動 へ と青少年問題が変質 して くる に つ れ ， ます

ます 受 け入れ られ る よ うに な る 。

　例 え ば ， 多賀谷 ・清永 （1988）は， rrい じめ 』 は減 っ た ， 少 な く と も，
　 rい じめ 』

と い うカ テ ゴ リ
ー

で 集め られ た子 ど もた ちの 問題行動 の 統計数値 は，大幅 に低下 して

い る 。 しか し， こ の 減少傾向の 背景に ，子ど もた ち は ，
rい じめ 』 とい う言葉 を否 定

したが ， 実質 と して の rい じめ行動』 は 否定 して い な い ， と い う問題が 潜ん で い る 。
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子 ど もた ちは， r気 に い らな い 友達を い じめ る』 こ とは rい けない 』 こ と だが ，　 r友達

を殴 る』 こ とや rお金や物 を脅 し と る』 こ と は必ず しも rい けな い 』 とは考えて い な

い 」 と ， 主観的な定義づ け ・カ テ ゴ リー
化 の 問題 に 触れて い る 。 また ， 自ら も青少 年

の 自殺を国際的 ・年代 的 に 比較 して い る渡部 （34集）は ，
「小学生 ・中学生 の 自殺が

こ の 10年ほ ど全 くふ えて い な い
。

い じめが 原因の 自殺が増えた とすれ ぼ ， そ の 分， 他

の 原因 に よる自殺は減 っ た と い うこ とに なる。
い じめ が ク ロ

ーズ ア ッ プ され るよ うに

な っ た た め に ， 自殺原因 として もめだつ よ うに な っ た と考 える こ と もで きよ う。

… 一

自殺や殺人 か らい じめ 問題 の悪化 を結論づ け る こ とは むずか し い 」 （42集） と ， 動機

の 付与 に 言及 し て い る 。

　ラ ベ リン グ論 と実証主義 との相互批判を経 た後の 展開 と して は ， 徳岡 （1987， 1988）

の よ うec， 両者 を統合す る フ ィ
ー ドバ ッ ク 的視点 を強調す るの も

一・・
つ の 方 向で あろ

う。 しか し ，
ラ ベ リ ン グ論的発想 の 主観的側面 を よ り徹底 し純化 した キ ッ セ ら （1977）

の 構築主 義が ， そ の 邦訳書刊行 と もあ い ま っ て ，本学会で も受 容 され つ つ あ る。 北沢

（40集）， 伊藤 （47集）な どの 論考が そ の 例 で あ る 。

　社会問題の 構成要素 に は，客観的要素 （performance ， 以下 P と略 記） と主観的要

素 （sanction ， 以 下 S ）が あ る 。 マ
ー

トン もキ ッ セ も，　 P ＝ S と い うプ リ ミテ ィ ブ な前

提 を否 定す る 。 そ の 上 で マ ー ト ン は， S に 惑 わ され る こ とな く P に 注 目す べ きだ と主
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張す る 。 それ に 対 して ラ ベ リン グ論は ， S に 注 目しつ つ
， そ の S が P と正確に対応 し

て い な い 不均衡 へ の 義憤や ，
S が P の 原因に なる とす る逆転 の 発想に 動機づ け られ て

い る 。 とこ ろが 「ラ ベ リ ン グ論を超 えて 」 と い うキ ッ セ は ，
厂実態」 や 「原因」 へ の

執着が ラ ベ リ ン グ論を窮地 に陥れ た と反省 し，
S の み に注 目 して P は無視す る とい う

完全な主観主義を提唱す る 。 北沢 （47集）は ， こ の 動向を 「原因論か ら過程論 へ 」 と

的確に 捉 えて い る 。

（3） 教育病理学と教育問題の 社会学

　キ ッ セ らの ， 社会問題 へ の 主観主義的 ア プ ロ ーチ は ， 過去の 「社会問題論」 イ メ
ー

ジが 希薄に な りつ つ あ る昨今 ，
厂社会問題の 社会学」 と名乗 る こ とも可能で あ ろ う。

教育社会学の 領域 に 対応 させ る とすれ ば ，
V 一

トン 的実態主義 に 依拠す る 「教育病理

学」 と は区 別 され る 「教育問題 の 社会学 」 の 主張 と い うこ とに なろ う 。 そ こ で 最後

に ， こ の 二 つ の 立場を比 較 して お こ う。

  合意モ デ ル と葛藤モ デル

　グ ー
ル ドナ ーが指摘 し た よ うに ， 明 示化 され た理 論の 前提に は背後仮説が 存在す

る 。 そ れ は 社会意識 と言っ て もよか ろ う。 したが っ て ， 社会科学的理論は時代の 従属

変数，すな わ ち時代精神を反映す る こ とに なる 。
マ ー トン 的な統合モ デ ル は ， 1960年

代 まで の ア メ リヵ社会に 受容 された発想で あろ う。 こ の モ デ ル で は ， 価値 ・規範は社

会成員に 共有されて お り， は じめ に 価値が あ り， その価値 を基準に して 現実 との ギ ャ

ッ プを社会問題 と考え る。 真実 に迫 る こ とは可能で あ る ， 正 義 は 必ず勝つ ， と確信

し ， 不 正義 に 対 して は，木の 葉が沈ん で 石が 浮 くような義憤を覚え る 。

　 と こ ろが 1970年代以降 ， 葛藤 モ デ ル が 説得力 を もっ て きた 。 こ の モ デ ル は ， 多様な

価値観の 併存 ・競合 を前提 に して い る。 そ して 真実解明 へ の ペ シ ミズ ム が その 背景に

ある 。 価値は ， ミル ズ が 動機の 付与 に つ い て 論じたの と同様 に
， ま さに後 か ら と っ て

つ けた合理 化に過ぎな い 。 したが っ て ， 勝て ば官軍で あ り， 沈ん だ物が 石 だ と冷静に

受 けとめ る 。 だ か ら ， 戦国乱世 に 権謀術数に よ っ て 上洛 し ， 天皇 を戴 く に至 る プ ロ セ

ス を詳細 に 記述す る こ と （こ れ がナ チ ＝ ラ ル ・ヒ ス ト リ
ー

の 発想） へ の 興味 に駆 り立

て られ て い る 。 勿論 ， 強者の ラ イ フ コ ー ス だ けで は な く ，
マ イ ノ リテ ィ が ク レ イ ム を

申 し立て ，積極的 に問題化 しよ う とす るその 意図が ， 成功 した り挫折 した りす るプ ロ

セ ス を記述す るこ と も可 能で はあ る。

  社会問題の 定義 と定義者

　 マ
ー

ト ン は ，
「社会的標準 と社会的現実 との ギ ャ ッ プ 」 が社会問題で あ り， そ の ギ

ャ ッ プは 自らが 確定す る と い う。 社会学者 と社会成員 との あ い だ で ギ ャ ッ プ の 認識が
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食 い 違 っ た場合 に は ， 社会学者の定義 を優先 させ る と い うわけで あ る 。 そ こ に は ，

一

般大衆の 社会的知覚に は歪 みが あ りうるが， 社会学者は客観的現実 を知 りうるの だ と

する専門職的イデオ ロ ギーが見られ る。
「話せ ば 分か る」 とい う自信 あるい は傲慢 さ

の 中で は ， ミル ズ が つ とに指摘 し た よ うな ， 社会的存在 と し て 拘束 され て い る社会病

理学者の 限界が 忘れ られ る危険性 をは らん で い る。

　他方 キ ッ セ ら に と っ て は ， 社会問題 とは 「何 らか の 想定 され た状態 に つ い て 苦情 を

述 べ
，

ク レ イム を申 し立 て る個人や グ ル ー プの 活動」 で あ る 。 客観的実在 で はな く

「想 定され た」状態だ けで 十 分で あ り，
「魔女」 が実在 して い な か っ たの だ と後世 に

な っ て 判明 し て も， あ る い は UFO の 「確認」 の 有無 に か か わ らず ， それ をめ ぐ る

人 々 の 「活動」 が研究対象 となる。 社会学者み ずか らの 価値尺度 を適用 す る の で は な

く， 謙虚な態度で 社会成員 の 主観的規定に委 ね る わけで ある 。 しか し世間 に お もね る

場合に は ， 「空騒ぎ」 をす る可能性 もあ る 。 なぜ な ら，
ク レ イ ム 申し立 て 活動自体が ，

文化の 従属変数 だ と い う側面 もあ るか らで あ る 。 ま た ， 暗黙の うちに 支配的イデオ ロ

ギ ーを受容 し ，
マ イ ノ リテ ィ

ー ・弱者の 価値や信念 を軽視す る危険 もあ る。

  研究対象 ・領域

　 キ ッ セ の 立場 は ， 「状況の 定義づ け」 で 説明 しや す い
， 何 らか の 意味 で マ ー ジナ ル

な領域 に 適甲され た場合に 威力を発揮す る。 した が っ て
， 統制に 左右され （虞犯 ・ 不

良行為）， 通報に 左 右 され （万引き， 校内暴力 ，
い じめ ， 家庭内暴力）， 価値観に よ っ

て 大 き く評価 の 分 かれ るよ うな問題 （精神医療 ， 妊娠 中絶 ， 離婚 ， 軽愚 ， ゲイ ，
マ リ

フ ァ ナ）を好んで 取 り上 げ る。 人 目をひ く，
マ ス コ ミが 物語化 しやす い 現象が 取 り上

げ られや す い の に対 して ， 主観的定義の 問題で あ る以 前 に厳然 と し て あ り， しか も衆

目の
一

致す るよ うな深刻な社会問題へ の 関心 は薄 く， ある い は それ らか ら 目をそ らせ

る危険 もは らんで い る 。

　マ ー
ト ン 的ア プ ロ ー

チ で は ， 実態 とその 原因 に 接近で きる領域 ， 社会学的知識 と手

法 とで 実態 を解明 で き る，真偽 を問 い や す い テ
ー

マ に 限 定 され やす い 。 キ ッ セ の場合

に は ， ク レ イム 申し立 て 活動の 発生 か ら消滅に至 るプ ロ セ ス や 申し立 て の レ トリ ッ ク

を扱 うか ぎ り， 医学 ・化学 ・心 理学 などに か か わ る あらゆ る社会問題 に対 して ， そ れ

ら科学 の 知 識 なしに発言で きる の で ， 対象領域 を拡大で きるで あろ う。

  「学」 か 「術」 か

　マ ー ト ン 的ア プ ロ ー
チ に は ， 現状その もの に 目を向け ， 実態に 直接か か わ り， 原因

を追求 し，本気で 解決 しよ う とす る姿勢が見 られ るだ けに ，研究者の問題解決 へ の 情

熱 を満 た しやす い 。 ま た， 潜在 的社会問題の 段階に あ る うちに
，

つ ま り問題が深刻化
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す る前に 対応す る こ と も可能 となろ う。

　他 方，「社会問題の 社会学」 の 役 割は，現実 を理解す るた め の 多角的視点 を喚起す

る点 に あ り， 問題解決策よ り も， む しろ解決策を も含め た社会問題化の 過程全体 を

淡 々 と記述す る こ とに あ る。 原因追究で は な く， 原因 を指摘 し対策を主張す る人 々 へ

と ， 焦点をず ら して い る。
つ ま り， キ ッ セ に とっ て は ， 現実 を直視 し潜在的社会問題

を顕在化 しよ う と ク レ イ ム 申し立 て の 努力をす る ， 真面 目なマ
ー

ト ン 自身が 社会問題

を構成 す る要因の 一部 で あ り， 研究対象 に な りうる。 踊 りに 参加せ ず ， 見 る姿勢 を貫

く場合に は，鼻 ク ソ を笑 う目ク ソ を笑 う耳ク ソ を笑 う……
ヤ ツ ， と相対化す る面白 さ

はあ るが， シ ニ カ ル で 社会的に無責任な高見の 見物だ との 誹 りは甘受せ ね ぱ なるま

い 。 問題の 客観的根拠 の 有無の 判断や価値判断 ， 実践的な参加を避 け る逃げ腰 は ， 冷

静な見方を提供す る一方で ， 冷や し過 ぎて 人 々 に 問題解決 へ の 無力感や脱力感 を与え

る可能性 もある。 もっ と も， 問題化の 過程 ・ テ ク ニ ッ クを知 り， 今度 は それ を特定の

関心 を問題化 し， あ る い は問題の 沈静化に応用す るこ と も可能で は ある が ， そ れ は 第

一
次的関心で は ない 。

　第
一

次情報 へ の 接近が 困難 に な り， マ ス コ ミで 加工 され た二 次的情報 ， あ るい は

「解釈 され た現実」 の 影響が 決定的 となれ ば ， 実態や 原因に迫 る こ とへ の ペ シ ミズ ム

が 加速 され るで あろ う。 また ， リア リテ ィ 喪失 ・ 「し らけ」 と ノ ン コ ミ ッ トメ ン トの

風潮 ， 大衆消費社会 と関連 して 生じた価値の 多様化 ・ 細分化 ， と い っ た趨勢は ， 主観

的側面 （S ）の み に注 目す る コ ン ス トラ クシ ョ ニ ズ ム をます ます勢い づ か せ る と思わ

れ るが ， 私 自身は 客観的 「実態」 （P ）か ら も目を離 さ ない ス タ ン ス が必 要で は な い

か と考 えて い る。
い ずれ に して も， 教育 の 社会学か 教育的社会学か

， 学 の 確立 か課題

解決か ， は学界で 周期的 に提起 され る問 い で は あ る 。
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